
猟銃等初心者講習会受講の皆様へ

「法令をきちんと守る」、「自分や他
人を傷つけない」、銃の安全な所持者と
なるために、今から勉強をお願いします。

警視庁生活安全部生活環境課
銃砲刀剣類対策係

猟銃等初心者講習会では、講義の後、考査を実施します。
猟銃や空気銃は、狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃と

いった社会的に有益な活動に使用される道具である反面、
その取扱いを誤れば、簡単に人を死に至らしめ、傷つけ
てしまうおそれがありますので、銃を安全に取扱うため
の法的な知識や基礎的な技術を理解していないと危険だ
からです。
考査に合格しなければ、次の手続に進むことはできま

せんし、考査に合格するための知識や基礎を当日の講習
会だけで習得するのは容易ではありません。

合格するためには、
事前の学習が重要になりますので、講習会当日では

なく、申込み時に「猟銃等取扱読本」をお渡ししてお
ります。
よく読んで、勉強してください。
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